
○龍ケ崎市在宅心身障がい児福祉手当支給条例 

昭和４８年１２月２５日 

条例第２８号 

〔昭和４５年６月１２日条例第２６号龍ケ崎市心身障害児童福祉手当支

給条例を全文改正〕 

（目的） 

第１条 この条例は、在宅心身障がい児の保護者に在宅心身障がい児福

祉手当（以下「手当」という。）を支給し、これら児童の介護に当た

る保護者とその家族の精神的、身体的労苦にむくい、その福祉の増進

を図ることを目的とする。 

（受給者の責務） 

第２条 手当の支給を受けた者は、手当が前条の目的のために支給され

るものである趣旨に従い、児童の介護に努めなければならない。 

（定義） 

第３条 この条例において「在宅心身障がい児」とは、２０歳未満の者

で、保護者と同居している次の各号の一に該当する者をいう。 

(1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号。以下「身障法」

という。）第１５条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受

けた者で、身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５

号。以下「法施行規則」という。）別表第５号に定める身体障害者

障害程度等級表（以下「等級表」という。）の１級から３級に該当

する障がいを有する者。ただし、下肢障がいについては、４級の一

部を含むものとする。 

(2) 前号に掲げる者のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安

静を必要とする病状が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭

和３９年法律第１３４号）第２章の規定による特別児童扶養手当（以

下「特別児童扶養手当」という。）１級又は２級に該当すると認め

られた者 

(3) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条の２第１項に

規定する児童相談所の長（以下「児童相談所長」という。）又は知

的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条第１項に規定

する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所の長（以



下「更生相談所長」という。）によって知能指数がおおむね５０以

下と判定された者 

(4) 身障法第１５条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受

けた者で、法施行規則別表第５号に定める等級表の４級に該当し、

かつ、児童相談所長又は更生相談所長が知能指数おおむね６０以下

と判定した重複障がいを有する者 

(5) 前号に掲げる者のほか、精神の障がいが特別児童扶養手当１級若

しくは２級に該当すると認められた者又は身体の機能の障がい若し

くは病状と知的障がい若しくは知的障がい以外の精神の障がいとが

重複しているために、特別児童扶養手当１級若しくは２級に該当す

ると認められた者 

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長がこれと同程度以上の者であると

認めた者 

２ この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の

者で現に在宅心身障がい児を介護する者をいう。 

（支給要件） 

第４条 手当は、在宅心身障がい児を介護する保護者であり、かつ、そ

の者が龍ケ崎市に住所を有するときに支給する。 

（手当の額） 

第５条 手当の額は、在宅心身障がい児１人につき年額３６，０００円

とする。 

（認定） 

第６条 手当の支給要件に該当する者は、手当の支給を受けようとする

ときは、規則で定める申請書を市長に提出し、受給資格及び手当の額

について、認定を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の認定をしたときは、規則で定める通知書により申請

者にその旨を通知しなければならない。 

（支給及び支払） 

第７条 市長は、前条の規定による認定を受けた者（以下「受給者」と

いう。）に対し手当を支給する。 

２ 手当の支給は、市長が前条の規定による認定した日の属する月から

始め手当の支給すべき事由が消滅した日の属する月で終る。 



３ 手当は、毎年９月及び翌年３月に年額の２分の１を支払う。 

４ 期間の中途において受給資格が発生し又は消滅したときは、支給す

べき月数に応じて、それぞれ年額の１２分の１を乗じて得た額を支給

する。 

（届出） 

第８条 受給者は、受給資格を喪失したときその他規則で定める事由が

生じたときは、速やかに規則で定める届書を市長に提出しなければな

らない。 

（支給の制限） 

第９条 市長は、手当の支給を受けている者が、次の各号の一に該当す

ると認めたときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。 

(1) 在宅心身障がい児の介護を怠っているとき。 

(2) 正当な理由がなく第８条の規定による届出をしないとき。 

(3) 正当な理由がなく第１１条の規定による命令に従わなかったと

き。 

（不正利得の返還） 

第10条 偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるとき

は、市長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還

させることができる。 

（診断及び判定命令） 

第11条 市長は、必要があると認めるときは、手当の支給を受けようと

する保護者又は受給者に対し、その介護する在宅心身障がい児の障が

いの程度について、医師、児童相談所長又は更生相談所長の診断又は

判定を受けるべき旨を命ずることができる。 

（委任） 

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事

項は、規則で定める。 

付 則 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和４８年４月１日から適用す

る。 

２ 改正前の龍ケ崎市心身障害児童福祉手当支給条例（昭和４５年龍ケ

崎市条例第２６号）の規定に基づき、手当の支給を受けている者は、



この条例の規定による手当の内払とみなす。 

３ 昭和４８年４月１日からこの条例の施行の日までの間に新たに受給

資格の事由が発生した場合は、第７条の規定にかかわらずその事由が

発生したときに認定されたものとみなす。 

付 則（昭和５１年１２月２２日条例第３２号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和５１年４月１日から適用する。 

付 則（昭和５２年６月２４日条例第１８号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和５２年４月１日から適用する。 

付 則（平成１１年３月２４日条例第９号） 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

付 則（平成１２年３月２７日条例第３号） 

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

付 則（平成１７年３月２８日条例第７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にこの条例による改正前の龍ケ崎市在宅心身障害

児福祉手当支給条例の規定によりされた認定の申請その他の手続は、

この条例による改正後の龍ケ崎市在宅心身障害児福祉手当支給条例の

規定によりされた認定の申請その他の手続とみなす。 

付 則（平成１９年３月２６日条例第１０号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

付 則（平成２１年５月１８日条例第１８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


